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株式会社

証券コード 3184
2022年６月７日

株 主 各 位
三重県鈴鹿市飯野寺家町234番地の１

代表取締役社長 向井 弘光
第13回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第13回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら後

記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、2022年６月21日（火曜日）午後７時までに議決権
を行使していただきたくお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2022年６月22日（水曜日）
受 付 午前10時より
総会開始 午前10時30分より

２．場 所 三重県鈴鹿市稲生町7992番地
鈴鹿サーキット ＴＨＥ ＤＩＮＩＮＧ
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第13期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、連

結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第13期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の内容報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
あげます。
◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.icda.jp/）に掲載させていただきます。

◎紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会開催時における新型コロナウイルス対策については、別添のご案内をご参照ください。
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議決権行使についてのご案内
頁以降の株主総会参考書類をご検討いただき、

以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

当日ご出席される場合

株主総会開催日時

2022年6月22日（水曜日）
午前10時30分より

同封の議決権行使書用紙をご持参	
いただき、会場受付にご提出ください。

● 株主総会へ出席 ●

議決権行使
書

（1）	 書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるもの	
を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）	 インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせて	
いただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
議決権行使に関する	
パソコン等の操作方法について 	0120-652-031（9:00～21:00）
その他のご照会 	0120-782-031（平日9:00～17:00）

事前にご行使いただく場合

2022年6月21日（火曜日）
午後7時到着分まで

2022年6月21日（火曜日）
午後7時行使分まで

行使期限 行使期限
● 書面による議決権行使 ● ●「スマート行使」によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙に議案に	
対する賛否をご表示いただき、行使	
期限までに当社株主名簿管理人に	
到着するようご返送ください。

議決権行使
書

議決権行使書

● パソコン等によるご行使 ●

2022年6月21日（火曜日）
午後7時行使分まで

行使期限

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載の議決権行使コード及びパスワード
をご利用のうえ、画面の案内に従って	
議案に対する賛否をご登録ください。

https://www.web54.net

詳細につきましては次頁をご覧ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

議決権行使ウェブサイト

同封の議決権行使書用紙の右下	
「スマートフォン用議決権行使ウェブ	
サイトログインQRコード」をスマートフォ
ンかタブレット端末で読み取ります。
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議決権行使書

③

④

●「スマート行使」によるご行使 ● ● パソコン等によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で
問題なければ	

「この内容で
行 使 す る 」
ボタンを押し
て行使完了！

※	議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について
個別に指示する

④全ての会社提案議案
について「賛成」する

※	QRコード®は、株式会社
デンソーウェーブの	
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、	
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく	
必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト	https://www.web54.net	へ
直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力くだ	
さい。

②ログインする

③パスワードを入力する

https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使コード

パスワード

クリック
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（添 付 書 類）

事 業 報 告
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当社グループの主要エリアである三重県下において、新型コロナウイルス感染症対策とし
て、日本政府による緊急事態宣言のほか、三重県緊急警戒宣言および三重県まん延防止等重
点措置の発出により、経済活動の抑制が継続されておりました。第３四半期連結会計期間以
降は新型コロナウイルスの新規感染者数も一時減少し、経済活動が回復傾向となったもの
の、新型コロナウイルスの変異株による感染者の増加に伴う経済活動の停滞による業績に与
える影響が懸念されております。
また、世界規模の半導体不足による車両および部品等の供給遅れ、または出荷停止等の
他、ロシアによるウクライナ侵攻に起因する輸入車の商品供給の遅れや、中古車オークショ
ン相場の急激な変動等により業績に与える影響が懸念されております。
当社グループにおいては、従来より実施している既存顧客に対するフォロー活動の更なる
強化を図ることにより、既存顧客からの受注は堅調に推移いたしましたが、車両および部品
等の商品供給が不安定な状況および中古車オークション相場の変動による業績への影響があ
りました。また、新型コロナウイルス感染症による経済活動の鈍化の影響を受けて、新規出
店等の投資活動を控えることとなりました。
これらの結果、売上高は284億53百万円と前年同期と比べ17億35百万円(6.5％)の増収、

営業利益は15億42百万円と前年同期と比べ81百万円(5.6％)の増益、経常利益は15億60百
万円と前年同期と比べ1億4百万円(7.1％)の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は9億
75百万円と前年同期と比べ1億87百万円(23.8％)の増益となりました。
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セグメント毎の状況は以下のとおりであります。
① 自動車販売関連事業
当セグメントにおきましては、国産新車販売は、既存顧客からの受注が堅調に推移いたし

ましたが、半導体不足の影響により一部商品および部品の供給遅れ等が発生いたしました。
国産新車販売台数は前年同期比1.9％増の5,080台となりました。また、輸入車においては、
新商品投入の効果もありましたが、半導体不足等の影響による商品供給が大幅に減少したた
め、輸入車販売台数は前年同期比4.6％減の460台となりました。これらの結果、新車販売
台数は前年同期比1.3％増の5,540台となりました。
中古車販売については、既存顧客からの受注が堅調に推移したことと、新車販売店舗にお
ける中古車販売が増加しましたが、中古車オークション相場の変動による卸売(業販)の販売
台数が減少したことにより、中古車販売台数は前年同期比2.2％減の9,590台となりました。
これらの結果、売上高は273億65百万円と前年同期と比べ15億60百万円(6.0％)の増収

となりました。
② 自動車リサイクル事業
当セグメントにおきましては、生産台数(再資源化処理)は前年同期比19.4％減の8,460台
となりましたが、前第３四半期連結会計期間以降、鉄および希少金属類の資源相場が大幅に
上昇した状況が継続しているため資源関連売上が大幅に増加いたしました。また、輸出関連
売上については、新型コロナウイルス感染症拡大以前の状況に回復しております。一方で、
使用済自動車の入庫は、中古車オークション相場の影響により、前年同期比20.9％減の
8,218台となりました。
これらの結果、売上高は10億88百万円と前年同期と比べ1億75百万円(19.3％)の増収と
なりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は14億43百万円となりました。
設備投資の主な内容は、試乗車および代車等の購入に13億94百万円を投資いたしました。
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（3）対処すべき課題
当社グループは、自動車販売関連事業および自動車リサイクル事業をグローバルに展開す
るにあたり、モビリティの販売・サポートにおいて部門や企業の壁を超えた企業間連携を効
率的に行うことで、最終顧客であるお客様の期待の変化に対して本質を深く理解し、商品や
サービスの付加価値を最大化していくバリューチェーンクロス・ミックスビジネスの強化を
推進しております。また、モビリティの販売のみならず、環境への配慮や資源のリサイクル
など様々な取り組みを推進しながら、その社会的責任を積極的に果たす努力を続けておりま
す。
上記事業戦略を実現するために、以下の項目を当社グループの優先的に対処すべき事業上
および財務上の課題として認識しております。
① 内部統制の強化とコーポレート・ガバナンス
当社グループは、経営の基本方針を実現するため、経営の健全性と効率性の向上を目指

す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営
課題であると考えております。
こうした課題の実現に向けて、責任ある経営体制の構築および経営に対する監視・監査
機能の強化ならびに経営の透明性の向上に努めてまいります。さらに、新規事業、海外事
業にかかる各種法的規制の遵守、個人情報の保護・管理、不測の事態に適時適切に対応し
得る体制を確立し、内部統制を強化する方針であります。
② 人材の確保、育成
当社グループは、モビリティの販売・サービスに加え、自動車リサイクルという多岐に
わたる分野において、優秀な人材を確保し、継続的な従業員教育および次世代の幹部育成
教育を推進していくことが重要であると認識しております。
そのためには、年間採用計画に基づいて定期的な採用活動を実行するとともに、ジョブ

ローテーションの実施による組織の活性化、明確な目標設定とその実現、業績と連動した
各種インセンティブを含めた育成プランを導入する等の対応を行っており、今後も引き続
き従業員の更なるモチベーションアップを図っていく方針であります。
③ 目標とする経営指標
当社グループの中長期的な経営戦略の課題解決に向けて推進していきますが、定量的な
目標値としては、売上高経常利益率4.0％を安定的に達成することを目標としております。
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セグメントごとの中期経営戦略は、以下のとおりであります。
(自動車販売関連事業）
ａ 既存顧客に対するアフターサービスの充実
当社グループは、新車販売、中古車販売から始まる自動車の車検・点検整備や自動車保
険等のアフターサービスにより、従来より経営の安定化を図っておりますが、さらなるア
フターサービスの充実を経営課題として捉えております。これらが達成されることによ
り、既存顧客からの買い替え需要の掘り起こしや、車検・点検整備等の附帯収益の充実に
より経営が更に安定するものと考えております。また、外的要因等により、新車販売台数
が激減する事態が発生した場合でも、新車販売以外の事業での、企業存続が可能であると
考えております。
ｂ 新規出店の推進
当社グループは、新規出店をベースとして事業拡大を目指す中、効率的な集客増を図る
ため、新車ディーラーと、中古車の買取・販売を行う業態である「ヴァーサス」あるいは
「ＰＯＩＮＴ⑤」の複合店舗を、事業運営の効率性を勘案し、当面は既存店舗の近隣地域
を中心に出店を促進していく方針であります。また今後は「ヴァーサス」および「ＰＯＩ
ＮＴ⑤」を三重県以外の地域に出店することも検討しております。
(自動車リサイクル事業)
当社グループは、資源のリサイクルを通じ、地球環境保護に貢献したいと考えておりま

す。これらの達成のために以下の経営戦略を考えております。
ａ 事業の知名度向上
当社グループは、自動車リサイクル事業の知名度向上が、資源の有効活用につながると
ともに、当社グループの成長に寄与するものと考えられるため、積極的な広報戦略を展開
していく方針であります。
ｂ 全部再資源化の推進
当社グループは、自動車のリサイクルにおいて、現状「手バラシ解体（注）１．」にこ

だわり適正に解体作業を行っております。同工程において、すべての車両を全部再資源化
処理ができるように一部機械化を検討しております。効率良く、「ASR（注）２．」が出な
い処理方法を目指していく方針であります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
（注）１．手作業で行うことにより、高品質なリサイクル資源およびパーツの生産につながっております。

２．ASRとは “Automobile Shredder Residue” の略で、自動車破砕残渣のことです。使用済み自動
車からエアバッグ類やフロン類、ドア、エンジンなどの部品を取り外し、有用金属を回収した後に
残るのがASRです。
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（4）財産および損益の状況の推移
① 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分 第10期
2018年度

第11期
2019年度

第12期
2020年度

第13期
（当連結会計年度）
2021年度

売 上 高（千円） 28,181,717 27,065,903 26,717,330 28,453,314
経 常 利 益（千円） 1,146,426 1,135,874 1,456,791 1,560,837
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（千円） 737,881 679,488 788,392 975,880

１株当たり当期純利益 （円） 351.38 323.57 375.45 464.75
総 資 産（千円） 14,989,293 14,663,562 14,716,120 15,253,856
純 資 産（千円） 5,437,782 6,006,066 6,763,346 7,709,432
１株当たり純資産 （円） 2,508.40 2,772.15 3,119.21 3,549.22
（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産は期末発行済株式総

数に基づき、それぞれ算出しております。なお、期中平均および期末の発行済株式総数は、いずれ
も自己株式を除いて算出しております。

２．当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を
適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の
数値を記載しています。

② 当社の財産および損益の状況の推移

区 分 第10期
2018年度

第11期
2019年度

第12期
2020年度

第13期
(当事業年度)
2021年度

営 業 収 益（千円） 513,564 508,619 514,568 511,362
経 常 利 益（千円） 166,968 164,622 164,482 146,794
当 期 純 利 益（千円） 157,201 155,359 129,791 144,011
１株当たり当期純利益 （円） 74.86 73.98 61.81 68.58
総 資 産（千円） 6,640,836 6,335,067 5,546,515 5,363,960
純 資 産（千円） 2,718,380 2,767,636 2,802,331 2,843,658
１株当たり純資産 （円） 1,294.50 1,318.00 1,334.57 1,354.25
（注） １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産は期末発行済株式総数に

基づき、それぞれ算出しております。なお、期中平均および期末の発行済株式総数は、いずれも自己株
式を除いて算出しております。
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（5）重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

株式会社ホンダ四輪販売三重北 210,000千円 100.0％ 新車（ホンダ車）・中古車販
売、車検・点検整備

株式会社オートモール 160,000千円 100.0％
新車（フォルクスワーゲン・
アウディ）・中古車販売、車
検・点検整備

株式会社マーク・コーポレーション 190,000千円 69.6％ 自動車リサイクル事業

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（6）主要な事業内容（2022年３月31日現在）
当社グループは、ホンダの新車ディーラーを中心に新車・中古車の販売を行う㈱ホンダ四
輪販売三重北、輸入車の新車ディーラー・中古車の販売を行う㈱オートモール、自動車のリ
サイクルを行う㈱マーク・コーポレーションの連結子会社３社および純粋持株会社である当
社により構成されております。当社がグループの経営管理およびそれに附帯する業務を行
い、各事業会社の経営状況を把握し、グループのリスク管理、コンプライアンスの強化に努
めるとともに、グループとしての事業戦略の策定を行います。グループ間にて新車販売・中
古車販売・中古車買取・アフターサービス・リサイクルの流通経路を網羅することで、最終
顧客であるお客様に向けて商品やサービスの付加価値を最大化していく「バリューチェーン
クロス・ミックスビジネス」を展開しております。

当社グループ各社の事業は以下のとおりであります。
事 業 主 要 商 品

自動車販売関連事業

新車事業（国産車） 国産車（ホンダ全車種）の新車販売

新車事業（輸入車） 輸入車（フォルクスワーゲン・アウディ全車種）の新車販売
中 古 車 事 業 国産車および輸入車全メーカーの中古車販売
サ ー ビ ス 事 業 自動車の車検・点検整備・修理等

自動車リサイクル事業 自動車リサイクル全般
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（7）主要な事業所（2022年３月31日現在）
名 称 店舗および事業所

当 社 本社(鈴鹿市飯野寺家町)

株式会社ホンダ四輪販売三重北
ホンダカーズ三重北(鈴鹿市道伯町)他11店舗
ユーセレクト(鈴鹿市道伯町)他１店舗
ヴァーサス(桑名市陽だまりの丘)他１店舗
ＰＯＩＮＴ⑤(鈴鹿市道伯町)他３店舗

株 式 会 社 オ ー ト モ ー ル
フォルクスワーゲン(四日市市中村町)他１店舗
アウディ三重(四日市市中村町)他１店舗
ヴァーサス(津市雲出本郷町)他３店舗
ＰＯＩＮＴ⑤(津市雲出本郷町)

株式会社マーク・コーポレーション 本社・工場(鈴鹿市伊船町)

（8）従業員の状況（2022年３月31日現在）
① 企業集団の従業員

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
389〔160〕名 2名減少〔3名増加〕

（注） 従業員数は就業人員であり、〔外書〕は、契約社員およびパートタイマーの平均雇用人員であります。

② 当社の従業員
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

17名 － 42.0歳 8.3年
（注）１．従業員数は就業人員（当社外から当社への出向者13名を含む）であります。

２．上記従業員数の他、契約社員およびパートタイマー社員は21名であります。

（9）主要な借入先（2022年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社百五銀行 1,065,666千円
株式会社三十三銀行 364,100千円
株式会社商工組合中央金庫 257,000千円
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 6,000,000株
（2）発行済株式の総数 2,099,793株（自己株式207株を除く。）
（3）株 主 数 625名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 エ ム ・ エ フ 529,270株 25.20％
向 井 俊 樹 281,430株 13.40％
向 井 弘 光 272,510株 12.97％
Ｉ Ｃ Ｄ Ａ グ ル ー プ 社 員 持 株 会 170,965株 8.14％
向 井 な よ 子 83,970株 3.99％
株 式 会 社 百 五 銀 行 63,000株 3.00％

東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 42,300株 2.01％

株 式 会 社 三 十 三 銀 行 42,000株 2.00％
向 井 崇 40,000株 1.90％
奥 村 学 30,000株 1.42％

（注）１．持株比率は自己株式(207株)を控除して計算しております。
２．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等
氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

向 井 弘 光 代表取締役社長
㈱ホンダ四輪販売三重北 代表取締役会長
㈱オートモール 代表取締役会長兼社長
㈱マーク・コーポレーション 代表取締役社長

向 井 俊 樹 代表取締役副社長 ㈱ホンダ四輪販売三重北 代表取締役社長
㈱オートモール 代表取締役副社長

大 洞 和 也 取 締 役 ㈱ホンダ四輪販売三重北 常務取締役執行役員
㈱オートモール 常務取締役執行役員

松 原 佳 代 取 締 役 ㈱マーク・コーポレーション 常務取締役執行役員

髙 木 純 一 取 締 役 学校法人鈴鹿医療科学大学 理事長

江 藤 隆 仁 取 締 役
（常勤監査等委員）

㈱ホンダ四輪販売三重北 監査役
㈱オートモール 監査役
㈱マーク・コーポレーション 監査役

中 西 貞 徳 取 締 役
（監 査 等 委 員）

渡 辺 義 彦 取 締 役
（監 査 等 委 員）

（注）１．取締役 髙木純一、中西貞徳、渡辺義彦の３氏は社外取締役であります。
２．取締役 髙木純一、中西貞徳の両氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の
定めに基づく独立役員であります。

３．監査等委員 渡辺義彦氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する相当程度の知
見を有するものであります。

４．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの情
報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに監査等委員会と内部監査部門の充分な連携
を行うため、取締役江藤隆仁氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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（2）責任限定契約に関する事項
当社は各社外取締役との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同法第423条第１項の責任につき、同法
第425条第１項に規定する最低限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

（3）役員等賠償責任保険契約に関する事項
① 被保険者の範囲
当社の取締役および当社グループ会社の取締役および監査役を対象としております。

② 保険契約の内容の概要
被保険者が当社および当社グループ会社の役員としての業務に対する行為（不作為を含
む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟
費用等を填補するものとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行
為を行った役員自身の損害等は填補対象外としております。これにより、役員等の職務執
行の適正性が損なわれないようにしております。また、当該保険契約に係る保険料は、全
額当社が負担する旨を当社取締役会において決議しております。

（4）当事業年度に係る取締役の報酬等の額
区 分 人員 基本報酬 役員退職慰労引当金繰入額 合計

取締役（監査等委員を除く） ５名 72,172千円 10,540千円 82,712千円
（ ）内 社外取締役 (１名) ( 1,800千円) ( －千円) ( 1,800千円)
取締役（監査等委員） ３名 6,493千円 100千円 6,593千円
（ ）内 社外取締役 (２名) ( 3,635千円) ( －千円) ( 3,635千円)

合計 ８名 78,666千円 10,640千円 89,306千円
（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月22日付の第７回定時株主総会において、

年額３億円以内とする承認を受けております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等
委員を除く）の員数は５名となります。

２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月22日付の第７回定時株主総会において、年額
１億円以内とする承認を受けております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）
の員数は３名となります。
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（5）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法は、取締役会において
決議しております。なお、当社は業績連動報酬制度を定めておりません。
監査等委員でない取締役の基本報酬につきましては、月例の固定報酬とし、世間水準、
会社業績および社員給与とのバランス等を考慮し、代表取締役社長向井弘光に一任するこ
とを取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員の協議により決定しており
ます。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、独立社外取締役が、当該
決定方針との整合性を含めた、多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその
答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

(6）取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定に係る委任については、代表取締役社長向
井弘光に委任する旨を取締役会において決議しております。その権限の内容は、各取締役
の基本報酬の額であり、その権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締
役の担当事業の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したことによります。
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（7）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
取締役髙木純一の兼職先である学校法人鈴鹿医療科学大学と、当社および当社グループ
との資本関係および継続取引等はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況、期待される役割に対して行った職務の概要

社 外 取 締 役 髙 木 純 一

当事業年度開催の取締役会に15回中15回出席し
ております。
会社経営および学校経営に携わり、豊富なマネジ
メント経験を有し、これらの実績と経験に基づ
き、当社の事業以外の分野における経営全般に関
する発言を行うことで、取締役会の意思決定およ
び監督機能の強化に努めております。

社 外 取 締 役
（監査等委員） 中 西 貞 徳

当事業年度開催の取締役会に15回中15回に出
席、監査等委員会に15回中15回に出席しており
ます。
消防関連業務に携わり、防災および環境等に豊富
な経験と高度な知識により、企業リスク等に関す
る発言を行うことで、取締役会の監督機能の強化
に努めております。

社 外 取 締 役
（監査等委員） 渡 辺 義 彦

当事業年度開催の取締役会に15回中15回に出
席、監査等委員会に15回中15回に出席しており
ます。
金融機関に在籍し、財務および会計に関する知見
を有することで、金融分野に関する豊富な経験と
幅広い知識により、財務および会計に関する発言
を行うことで、取締役会の監督強化に努めており
ます。
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 五十鈴監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24,000千円
当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 24,000千円

（注）１．当社監査等委員会は、監査項目別監査時間および監査時間の推移ならびに過年度の監査計画と実績
の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積り等の妥当性を検討した結果、会計監
査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制
当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制シス
テム）に関する基本方針は、次のとおりであります。
（1）当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制
① 当社は、取締役会規程に基づき、取締役会を毎月１回開催し、また別途必要に応じて臨
時取締役会を開催しております。

② 取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行の監督・管理を行っております。
③ 取締役会規程において、重要な財産の処分および譲受、多額の借入れおよび債務保証な

どの重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議
事項について取締役会で決定しております。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 株主総会、取締役会等の議事録を、法令および規程に従い作成し、適切に保存・管理し
ております。

② 経営および業務執行に係る重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管部署で作成
し、適切に保存・管理しております。

（3）当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社および当社グループ会社の損失の危険（リスク）については、「リスク管理規程」
および「経営危機管理規程」に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止や
危機拡大の防止に努めております。

② 当社および当社グループ会社は、法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題につい
て適宜アドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。

（4）当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
① 取締役会における意思決定に当たっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供してお
ります。

② 業績管理に資する財務データについては、ＩＴシステム等により適時・適切に提供して
おります。
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（5）当社および当社グループ会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制
① 企業理念に関する方針・行動規準を定め、冊子を作成し、全従業員に配布するととも
に、法令と社会規範遵守について教育・啓蒙・監査活動を実施し、その周知徹底と遵守
に努めております。

② 従業員の職務権限の行使は、職務分掌規程、稟議規程等に基づき適正かつ効率的に行っ
ております。

③ 内部監査部門である内部監査室が、各拠店、各部署における業務執行が法令・定款およ
び社内規程等に適合しているか否かの監査を実施しております。

④ コンプライアンスに違反する行為を認めた場合、もしくは自らが巻き込まれる恐れがあ
った場合の内部通報窓口として内部通報ホットライン等を設置し、コンプライアンス違
反等またはその恐れがある事実の早期発見、対応に努めております。

⑤ 内部通報ホットライン等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として、いかなる
不利益をも課してはならないと内部通報規程において規定し、その旨を周知徹底してお
ります。

（6）当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社グループでは持株会社制を採用しており、当社の取締役が、取締役会を通してグル

ープ全体の重要事項を決定および事業会社を含む主たる子会社の業務執行の監督を行っ
ております。

② 当社代表取締役社長は、事業会社社長から、毎月業務執行状況や重要な経営課題などに
ついて報告を受け、対応方針や対応状況を確認し、また適切に指示をしております。

③ 内部監査部門である内部監査室が、グループ内の事業会社である子会社の内部監査を実
施しております。

（7）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびに当該使
用人の取締役（当該取締役および監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および
当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
① 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議
のうえ、必要に応じて使用人を配置し、当該使用人は監査等委員会の指示に服する体制
となっております。

② 使用人を配置した場合のその使用人の異動、人事考課等については、その使用人の独立
性を確保するため、監査等委員会の事前の同意を得ることといたします。
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（8）当社および当社グループ会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための
体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
① 監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて重要会議に出席するとともに、業
務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）また
は使用人にその説明を求めることができる体制となっております。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、担当する業務執行の状況等を定期的に
当社監査等委員会および当社グループ会社の監査役に報告することとする体制となって
おります。

③ 当社および当社グループ会社の取締役（当社においては監査等委員である取締役を除
く。）および使用人等は、取締役の職務執行に関して重大な法令・定款違反および不正
行為の事実、または当社および当社グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事
実を知ったときには、速やかに当社監査等委員会に報告する体制となっております。

（9）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、その職務を遂行するために必要と判断するときは、いつでも取締役お
よび使用人に報告を求める体制となっております。

② 監査等委員会が、取締役および使用人からヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査
室等とそれぞれ定期的に意見交換を実施できる体制となっております。

③ 監査等委員会がその職務について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費
用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会
の職務の執行に関しないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理
する体制となっております。

（10）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社および当社グループ会社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の

４の４に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の
下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に
評価し、必要な是正を行うこととしております。
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（11）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備体制
企業倫理に関する基本的方針として、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断す
るために、対応部署として総務課を中心に、公益財団法人暴力追放三重県民センターに入会
し、警察等を含む外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集などを行い、弁
護士ともすみやかに連携を取り、業務の妨害が生じないように努めております。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
（1）当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制
当社および当社グループ会社は、取締役会規程等に基づき、取締役会における決議事項等
の意思決定ルールを明確化しております。当事業年度においては、12回の取締役会と、３
回の臨時取締役会を開催し、他の取締役の業務執行の監督・管理を行い、重要な業務執行に
ついて取締役会で決定いたしました。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録および計算書類等について、法令の定めに則り
保存期間を設定し、適切に保存・管理しております。また重要な情報、決定事項、社内通達
などは、所管部署で作成し、管理部で適切に保存・管理しております。

（3）当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社および当社グループ会社は、リスク管理の目的、体制および手法を定めた「リスク管
理規程」および経営危機が発生した場合の対応に関する手順を定めた「経営危機管理規程」
を整備し、当社グループの各社に周知・運用しております。また、リスク管理委員会（当事
業年度中計４回）を開催し、リスクの発生に関する未然防止や危機拡大の防止に努めまし
た。
なお、リスク管理委員会の審議内容については、毎事業年度、当社取締役会において確認
しております。さらに、顧問弁護士事務所と顧問契約を結び重要な法律問題について適宜ア
ドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。
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（4）当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
当社および当社グループ会社は、取締役会規程等に基づき、取締役会における決議事項等
の意思決定ルールを明確化しております。取締役会における意思決定を効率的に行うため、
事前に取締役会の開催案内に議案および報告事項を記載し、すべての取締役に連絡しており
ます。また、業績管理に資する財務データなどは、作成が完了次第、事前にメールで提供し
ております。当事業年度においては、12回の取締役会と、３回の臨時取締役会を開催した
ほか、所定の事項については、グループ経営改革会議を毎月２回ずつ開催し審議いたしまし
た。

（5）当社および当社グループ会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制
当社および当社グループ会社は、法令の遵守に加え、常に高い倫理観と社会的良識を持っ

て行動し、各社が社会から信頼される会社として評価され、持続的に発展するよう11項目
からなる「ＩＣＤＡホールディングスグループの行動規範」の当社グループ内への周知・教
育を実施し、浸透を図っております。
また、従業員の職務権限の行使は、職務分掌規程、稟議規程等に基づき適正かつ効率的に

行っております。また内部監査部門である内部監査室が、各拠店、各部署における業務執行
が法令・定款および社内規程等に適合しているか否かの監査を実施しております。
コンプライアンスに違反する行為を認めた場合、もしくは自らが巻き込まれる恐れがあっ

た場合の内部通報窓口として「内部通報ホットライン」等を設置し、コンプライアンス違反
等またはその恐れがある事実の早期発見、対応に努めております。

（6）当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制としては、
当社の取締役が、取締役会を通してグループ全体の重要事項を決定および事業会社を含む主
たる子会社の業務執行の監督を行っております。また、当社代表取締役社長は、事業会社社
長から、毎月業務執行状況や重要な経営課題などについて報告を受け、対応方針や対応状況
を確認し、適切に指示をしております。内部監査部門である内部監査室は、グループ内の事
業会社である子会社の内部監査を実施しております。
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（7）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびに当該使
用人の取締役（当該取締役および監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および
当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびに当該使
用人の取締役（当該取締役および監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および当
該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項については、監査等委員
会監査等基準第17条において指針を定めております。その結果当事業年度の運用について
も問題はありませんでした。

（8）当社および当社グループ会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための
体制、その他監査等委員会への報告に関する体制
当社および当社グループ会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための
体制その他監査等委員会への報告に関する体制については、監査等委員会監査等基準第19
条において指針を定めております。その結果、当事業年度の運用についても問題はありませ
んでした。

（9）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制は、監査等委員会監査
等基準第17条において指針を定めております。監査等委員会を15回開催し、業務執行の適
法性・適正性等に関して幅広く意見交換、審議、検証するとともに、厳正な監督を行いまし
た。このほか、取締役会（15回）にすべて出席し適宜意見を述べております。また、内部
監査室とは常に連携できる体制となっております。

（10）財務報告の信頼性を確保するための体制
2021年７月15日に、金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書の有効
かつ適切な提出のため、「内部統制報告制度に係る基本計画書」を策定しました。その後、
自己点検・内部監査・外部監査を実施し、内部統制システムが有効かつ適正に機能している
ことを確認し、内部統制委員会にて報告しております。
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（11）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備体制
当事業年度も、公益財団法人暴力追放三重県民センターに入会し、警察等を含む外部専門
機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集などを行い、弁護士ともすみやかに連携を
取り、業務の妨害が生じないように努めております。

以上から、当事業年度における当社および当社グループの業務の適正を確保するための体
制および当該体制の運用状況の確認、評価の結果、当社の内部統制システムについては、有
効に機能しており、重大な欠陥や不備は存在しないと判断しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額・株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有形固定資産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
そ の 他
無形固定資産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

4,916,915
776,208
421,373
3,408,120

4,514
72,203
234,650
△156

10,336,941
9,218,674
2,459,094
1,127,620
5,535,455
96,503
44,069

1,074,197
264,020
434,356
375,820

流 動 負 債 6,206,258
買 掛 金 1,702,330
短 期 借 入 金 1,900,000
１年内返済予定の長期借入金 205,980
未 払 金 296,707
未 払 法 人 税 等 323,130
前 受 金 1,482,295
賞 与 引 当 金 156,925
そ の 他 138,888

固 定 負 債 1,338,165
長 期 借 入 金 195,120
役員退職慰労引当金 311,973
退職給付に係る負債 758,092
資 産 除 去 債 務 45,439
そ の 他 27,540

負 債 合 計 7,544,423
純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,413,613
資 本 金 1,161,078
資 本 剰 余 金 1,148,992
利 益 剰 余 金 5,103,921
自 己 株 式 △378

その他の包括利益累計額 39,022
その他有価証券評価差額金 13,988
退職給付に係る調整累計額 25,034

非支配株主持分 256,796
純 資 産 合 計 7,709,432

資 産 合 計 15,253,856 負 債 及 び 純 資 産 合 計 15,253,856
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連 結 損 益 計 算 書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 28,453,314
売 上 原 価 22,723,699

売 上 総 利 益 5,729,615
販売費及び一般管理費 4,187,591

営 業 利 益 1,542,023
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,736
受 取 賃 貸 料 11,420
受 取 保 険 金 23,976
そ の 他 8,758 52,892

営 業 外 費 用
支 払 利 息 18,892
支 払 手 数 料 8,996
固 定 資 産 除 却 損 3,625
そ の 他 2,563 34,078
経 常 利 益 1,560,837
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,560,837
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 544,238
法 人 税 等 調 整 額 △8,361 535,876
当 期 純 利 益 1,024,961
非支配株主に帰属する当期純利益 49,081

親会社株主に帰属する当期純利益 975,880
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連結株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 1,161,078 1,148,992 4,233,030 △378 6,542,723
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △104,989 △104,989
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 975,880 975,880
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計 － － 870,890 － 870,890
当 期 末 残 高 1,161,078 1,148,992 5,103,921 △378 7,413,613

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 非 支 配
株 主 持 分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 4,439 2,539 6,979 213,644 6,763,346
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △104,989
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 975,880
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 9,548 22,494 32,043 43,152 75,196

当 期 変 動 額 合 計 9,548 22,494 32,043 43,152 946,086
当 期 末 残 高 13,988 25,034 39,022 256,796 7,709,432
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び名称
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 ３社
連結子会社の名称
㈱ホンダ四輪販売三重北
㈱オートモール
㈱マーク・コーポレーション

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法に
より算定しております。）
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）によっております。
ａ 商品及び製品
主として個別法

ｂ 仕掛品
総平均法

ｃ 原材料
個別法

ｄ 貯蔵品
最終仕入原価法
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（2）減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
主として定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ８～38年
機械装置及び運搬具 ２～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア ５年

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を
計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理しております。
③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純

資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しており
ます。
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（5）その他連結計算書類作成のための重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理をしております。

（6）収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義
務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
① 自動車販売関連事業
自動車販売関連事業においては、主に、新車(国産車)・新車(輸入車)・中古車の販売
及び車検・点検整備等のサービスの提供を行っております。これらの商品等の販売につ
いては、顧客に商品等をそれぞれ引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品等の販売のうち当社グループが代理人に該当すると判断したものについて
は、他の当事者から提供する商品等と交換に受け取る額から当該他の事業者に支払う額
を控除した純額を収益と認識しております。
② 自動車リサイクル事業
自動車リサイクル事業においては、主に、部品・資源等の販売を行っております。こ

れらの商品及び製品の販売については、顧客に商品又は製品をそれぞれ引き渡した時点
で収益認識しております。

（会計方針の変更に関する注記）
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収
益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサ
ービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はあ
りません。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下

「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基
準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４
日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与
える影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）
（1）会計上の見積りを示す項目及び見積りの内容

当社グループは、減損損失の計上にあたり、キャッシュ・フローを生み出す最小単位
として各店舗をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込まれな
い遊休資産などは、個別に判定しております。
また、営業損益が２期連続で赤字となり、業績の悪化が認められる店舗等について、

減損の兆候があると識別し、兆候に該当した資産グループについて、当該資産グループ
から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額との比較により、減損損失を認識す
るかどうかの検討をしております。

（2）その他の見積りの内容に関する理解に資する情報
減損損失を認識するかどうかの判定及び使用価値の算定において用いられる将来キャ
ッシュ・フローは、経営環境などの外部要因に関する情報や当社グループが用いている
内部の情報(予算など)、資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮し
算定しております。また、正味売却価額については、不動産鑑定評価額に基づき算定し
ております。
当該見積り及び仮定について慎重に検討しておりますが、将来の経済状況等の不確実

性により見直しが必要となった場合、減損損失(特別損失)が発生する可能性がありま
す。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
建 物 1,106,827千円
土 地 3,087,335千円
計 4,194,163千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 5,899,385千円
減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

３．顧客との契約から生じた債権の残高は、それぞれ以下のとおりであります。
受取手形 1,200千円
売 掛 金 420,173千円

（連結損益計算書に関する注記）
１．売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 28,453,314千円

２．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額
売上原価 53,764千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 2,100,000株

２．配当金に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総 額
（千円）

１株当り
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年６月23日
定時株主総会 普通株式 104,989 50 2021年３月31日 2021年６月24日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力が翌連結会計年度となるもの
2022年６月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の
とおり提案しております。なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定してお
ります。

決議 株式の種類
配当金の
総 額
（千円）

１株当り
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年６月22日
定時株主総会 普通株式 104,989 50 2022年３月31日 2022年６月23日
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは主に自動車販売関連事業を行っており、設備投資計画に照らして、必要
な資金は主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で
運用し、また短期的な運転資金も銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は
行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有

価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に
必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で２年後でありま
す。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク
当社グループは、営業債権について、各社における担当部門が主要な取引先の状況を
定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況
等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握
し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク
当社グループはグループ全体で資金運用を行っております。資金調達に係る流動性リ
スクについては、各社からの報告に基づいて、適時に資金計画を作成・更新することに
より管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。（（注）
を参照してください。）また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、買
掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（1）投資有価証券
その他有価証券 230,210 230,210 －

資産計 230,210 230,210 －
（1）長期借入金（１年内返済予定の

長期借入金を含む） 401,100 401,524 424

負債計 401,100 401,524 424
（注）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の

連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 33,810
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）市場価格によ

り算定した時価。
レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価。
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 230,210 － － 230,210

資産計 230,210 － － 230,210

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金（１年内返済
予定の長期借入金を含む） － 401,524 － 401,524

負債計 － 401,524 － 401,524
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（1）投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

（2）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率
を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 3,549円22銭
１株当たり当期純利益 464円75銭

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
自動車販売
関連事業

自動車
リサイクル事業 計

新車(国産車) 11,401,288 － 11,401,288
新車(輸入車) 2,072,685 － 2,072,685
中古車 10,387,781 － 10,387,781
サービス(車検・点検整備等) 3,492,689 － 3,492,689
その他 10,596 － 10,596
自動車リサイクル(部品・資源等) － 1,088,273 1,088,273
顧客との契約から生じる収益 27,365,041 1,088,273 28,453,314
その他の収益 － － －
外部顧客への売上高 27,365,041 1,088,273 28,453,314

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「（連結計算書類の作成のための基本となる重
要な事項に関する注記等）４．会計方針に関する事項（6）収益及び費用の計上基準」に
記載のとおりであります。

３．当連結会計年度の及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約資産及び契約負債等の残高等

（単位：千円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 393,052 421,373
契約負債 1,397,071 1,482,295
（注）契約負債は車両代、修理代の対価として顧客から受け取ったものであり、連結貸借対照表

上「前受金」として計上しております。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

１年内回収予定の関係会社長期貸付金

そ の 他

固 定 資 産
有形固定資産
工 具、 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無形固定資産
ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

2,380,671
262,283

1,599

2,012,474

73,980

30,334

2,983,288
1,226,436

1,897

1,219,260

5,277

7,298
7,298

1,749,554
40,516

1,432,050

53,120

12,726

211,140

流 動 負 債 2,317,996
短 期 借 入 金 1,900,000
関係会社短期借入金 302,288
１年内返済予定の長期借入金 73,980
未 払 金 12,192
未 払 費 用 2,421
未 払 法 人 税 等 5,849
預 り 金 2,410
前 受 収 益 2,829
賞 与 引 当 金 9,100
そ の 他 6,923

固 定 負 債 202,304
長 期 借 入 金 53,120
退 職 給 付 引 当 金 27,282
役員退職慰労引当金 118,032
そ の 他 3,870

負 債 合 計 2,520,301
純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,841,352
資 本 金 1,161,078
資 本 剰 余 金 1,148,992
資 本 準 備 金 274,848
そ の他資本剰余金 874,144
利 益 剰 余 金 531,660
利 益 準 備 金 26,565
そ の他利益剰余金 505,095
繰 越 利 益 剰 余 金 505,095

自 己 株 式 △378
評価・換算差額 2,305

その他有価証券評価差額金 2,305
純 資 産 合 計 2,843,658

資 産 合 計 5,363,960 負 債 及 び 純 資 産 合 計 5,363,960
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損 益 計 算 書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 511,362
営 業 費 用 396,507

営 業 利 益 114,854
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18,007
受 取 賃 貸 料 36,380
受 取 手 数 料 6,500
そ の 他 194 61,082

営 業 外 費 用
支 払 利 息 14,148
支 払 手 数 料 8,996
賃 貸 収 入 原 価 5,972
そ の 他 24 29,142
経 常 利 益 146,794
税 引 前 当 期 純 利 益 146,794
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,059
法 人 税 等 調 整 額 △1,276 2,783
当 期 純 利 益 144,011
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株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金 繰 越

利益剰余金

当 期 首 残 高 1,161,078 274,848 874,144 1,148,992 26,565 466,074
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △104,989
当 期 純 利 益 144,011
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 39,021
当 期 末 残 高 1,161,078 274,848 874,144 1,148,992 26,565 505,095

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合 計

当 期 首 残 高 492,639 △378 2,802,331 － － 2,802,331
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △104,989 △104,989 △104,989
当 期 純 利 益 144,011 144,011 144,011
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 2,305 2,305 2,305

当 期 変 動 額 合 計 39,021 － 39,021 2,305 2,305 41,327
当 期 末 残 高 531,660 △378 2,841,352 2,305 2,305 2,843,658
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
ａ 子会社株式
移動平均法による原価法

ｂ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法にて処理しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具備品 ４～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法にて処理しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア ５年

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３．引当金の計上基準
① 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。
ａ 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。
ｂ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
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③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計
上しております。

４．収益及び費用の計上基準
子会社及び関係会社から受け取る経営指導料については、それぞれ契約における決済条
件の到来により履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、連結計算書類にお
けるこれらの会計処理の方法と異なっております。
② 控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。

（会計方針の変更に関する注記）
１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益
認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時

価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項
及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将
来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
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（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 12,780千円

２．保証債務
他の会社の仕入先からの仕入債務に対し、保証を行っております。
㈱ホンダ四輪販売三重北 1,286,112千円
㈱ オ ー ト モ ー ル 229,077千円

計 1,515,189千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
短期金銭債権 343千円
短期金銭債務 1,896千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引による取引高
営業収益 511,362千円
営業費用 65,316千円
営業取引以外の取引による取引高 59,703千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 207株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 1,325千円
賞与引当金 2,748千円
退職給付引当金 8,239千円
役員退職慰労引当金 35,645千円
投資有価証券評価損 8,493千円
その他 1,017千円
繰延税金資産小計 57,470千円
評価性引当額 △44,743千円
繰延税金資産合計 12,726千円
差引繰延税金資産純額 12,726千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の
所有(被所有)
の割合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社

㈱ホンダ四輪販売三重北
所有
直接
100.0％

経営指導料の受取
従業員の出向
資金の貸付等
土地の賃貸
債 務 保 証

経営指導料(注１) 217,050 ― ―
出向料(注２) 47,644 未払金 1,717
資金の貸付(注３) 91,550 短期貸付金 94,703
資金の回収(注３) ― 長期貸付金 60,100
受取利息(注３) 7 ― ―
受取手数料(注５) 2,037 ― ―
支払利息(注４) 3,943 ― ―
受取賃貸料(注６) 14,400 ― ―
債務保証(注７) 1,286,112 ― ―

㈱オートモール
所有
直接
100.0％

経営指導料の受取
従業員の出向
資金の貸付等
債 務 保 証

経営指導料(注１) 122,452 ― ―
出向料(注２) 14,741 未払金 178
資金の貸付(注３) 29,745 短期貸付金 1,917,770
資金の回収(注３) ― 長期貸付金 67,000
受取利息(注３) 12,084 ― ―
受取手数料(注５) 4,462 ― ―
債務保証(注７) 229,077 ― ―

㈱マーク・コーポレーション
所有
直接
69.6％

経営指導料の受取
資金の借入等
土地の賃貸

経営指導料(注１) 16,800 ― ―
資金の借入(注４) 100,808 短期借入金 302,288
支払利息(注４) 808 ― ―
受取賃貸料(注６) 21,960 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 当社の採算性を考慮した双方合意により決定した金額であります。
（注２） 出向者に係る人件費相当額を支払っております。
（注３） 資金の貸付について、貸付金利は市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しており

ます。なお、短期貸付金については、純減額を資金の回収に記載しております。
（注４） 資金の借入について、借入金利は市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しており

ます。なお、短期借入金については、純増額を資金の借入に記載しております。
（注５） 銀行支払手数料相当額を、受け取っております。
（注６） 受取賃貸料については、市場価格を勘案して、賃料を合理的に決定しております。
（注７） 当社は、各連結子会社の仕入債務に対して、債務保証をしております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,354円25銭
１株当たり当期純利益 68円58銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

2022年05月24日 06時50分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 46 ―

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
２０２２年５月１３日

ＩＣＤＡホールディングス株式会社
取 締 役 会 御中

五十鈴監査法人

津事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 下 津 和 也

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 端 地 忠 司

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ＩＣＤＡホールディングス株式会社の２０２１
年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他
の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＩＣＤＡホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

2022年05月24日 06時50分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

▲
監
査
報
告
書

― 47 ―

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
２０２２年５月１３日

ＩＣＤＡホールディングス株式会社
取 締 役 会 御中

五十鈴監査法人
津事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 下 津 和 也
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 端 地 忠 司

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ＩＣＤＡホールディングス株式会社の２
０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第１３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第13期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１． 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則
第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書)について検討いたしました。
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２． 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人五十鈴監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人五十鈴監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２２年５月１６日

ＩＣＤＡホールディングス株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 江 藤 隆 仁 ㊞
監査等委員(社外取締役) 中 西 貞 徳 ㊞
監査等委員(社外取締役) 渡 辺 義 彦 ㊞

以 上

2022年05月24日 06時50分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 52 ―

株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開を勘案し、内部留保を
確保しつつ、当期業績の傾向および今後の事業環境を考慮し、以下のとおりといたしたいと
存じます。
期末配当に関する事項
１ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金50円
配当総額 104,989,650円

２ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年６月23日
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第２号議案 定款一部変更の件
１ 提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定
する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入
に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第19条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとる旨を定めるものであります。

(2)変更案第19条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範
囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第19条）は
不要となるため、これを削除するものであります。

(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２ 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）
第19条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算書
類および連結計算書類に記載または表
示をすべき事項に係る情報を、法務省
令に定めるところに従いインターネッ
トを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみな
すことができる。

＜ 削 除 ＞
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現 行 定 款 変 更 案
＜ 新 設 ＞ （電子提供措置等）

第19条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類等の内容である情報
について、電子提供措置をとるものと
する。

２．当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部ま
たは一部について、議決権の基準日ま
でに書面交付請求した株主に対して交
付する書面に記載しないことができる。

（附則）
＜ 新 設 ＞ （株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

第２条 現行定款第19条（株主総会参考書類
等のインターネット開示とみなし提供）
の削除および変更案第19条（電子提供
措置等）の新設は、会社法の一部を改
正する法律（令和元年法律第70号）附
則第１条ただし書きに規定する改正規
定の施行の日（以下「施行日」という）
から効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行日か
ら６か月以内の日を株主総会の日とす
る株主総会については、現行定款第19
条はなお効力を有する。

３．本条は、施行日から６か月を経過し
た日または前項の株主総会の日から３
か月を経過した日のいずれか遅い日後
にこれを削除する。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案にお

いて同じです。)全員(５名)が任期満了となります。つきましては取締役５名の選任をお願い
するものであります。
なお、監査等委員会から、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況および業

績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であるとの意見表明を受けております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

１

（むかい ひろみつ）
向 井 弘 光
（1943年 3 月23日生）

1967年５月 向井自動車商会 創業
(現㈱オートモール)代表

1972年９月 向井自動車販売㈲
(現㈱オートモール)設立
代表取締役

1977年12月 向井自動車販売㈱
(現㈱ホンダ四輪販売三重北)設立
代表取締役

1978年９月 ㈱ホンダベルノ三重北
(現㈱ホンダ四輪販売三重北)
代表取締役

2001年10月 ㈱オートモール
代表取締役会長兼社長(現任)

2007年６月 ㈱ホンダ四輪販売三重北
代表取締役会長(現任)

2009年４月 ㈱マーク・コーポレーション
代表取締役社長(現任)

2009年10月 ㈱鈴鹿メディアパーク
代表取締役社長

2009年10月 当社 設立
代表取締役社長(現任)

2010年７月 ㈱鈴鹿メディアパーク 取締役

272,510株

〔取締役候補者とした理由〕
創業以来当社グループの自動車販売事業の中核にあり、豊富な業務経験を有してお
り、その経験等を活かすことで、取締役会の意思決定および監督機能の強化が期待さ
れるため候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

２

（むかい としき）
向 井 俊 樹
（1973年６月２日生）

1997年４月 ㈱ホンダクリオ三重北
(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2007年６月 ㈱ホンダ四輪販売三重北
取締役新車本部長

2009年６月 同社 常務取締役
2009年10月 当社 取締役
2012年１月 ㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役副社長
2014年４月 当社 取締役副社長
2014年６月 ㈱オートモール 代表取締役
2014年６月 当社 代表取締役副社長(現任)
2016年１月 ㈱オートモール

代表取締役副社長(現任)
2019年４月 ㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役社長(現任)

281,430株

〔取締役候補者とした理由〕
入社以来当社グループの自動車販売事業に携わり、当社グループ経営に参画し、豊富
な業務経験を有しており、その経験等を活かすことで、取締役会の意思決定および監
督機能の強化が期待されるため候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

３

( おおほら かずや )
大 洞 和 也
（1978年10月23日生）

1997年４月 ㈱ホンダクリオ三重北
(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2010年４月 ㈱ホンダ四輸販売三重北
中古車部長

2018年６月 同社 取締役
2018年６月 ㈱オートモール 取締役
2019年６月 当社 取締役(現任)
2020年６月 ㈱ホンダ四輪販売三重北

常務取締役執行役員(現任)
㈱オートモール
常務取締役執行役員(現任)

7,140株

〔取締役候補者とした理由〕
入社以来当社グループの自動車販売事業に携わり、当社グループ経営に参画し、豊富
な業務経験を有しており、その経験等を活かすことで、取締役会の意思決定および監
督機能の強化が期待されるため候補者といたしました。

４

（まつばら か よ）
松 原 佳 代
（1974年９月23日生）

1997年４月 ミサワホーム東海㈱
(現ミサワホーム㈱) 入社

2005年９月 協同組合三重オートリサイクルセンター
(現㈱マーク・コーポレーション) 入社

2009年４月 同社 管理部部長
2017年４月 同社 センター長
2018年６月 同社 取締役
2020年６月 同社 常務取締役執行役員(現任)

当社 取締役(現任)

2,500株

〔取締役候補者とした理由〕
入社以来当社グループの自動車リサイクル事業に携わり、当社グループ経営に参画
し、豊富な業務経験を有しており、その経験等を活かすことで、取締役会の意思決定
および監督機能の強化が期待されるため候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

５

（た か ぎ じゅんいち）
髙 木 純 一
（1949年９月26日生）

1973年４月 髙木工業㈱ 入社
1977年12月 同社 専務取締役
1993年５月 学校法人鈴鹿医療科学大学

評議員(現任)
1999年４月 同大学 法人事務局長
2001年４月 同大学 理事
2007年３月 同大学 理事長(現任)
2016年６月 当社 取締役(現任)

―株

〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕
長きにわたり会社経営および学校経営に携わり、豊富なマネジメント経験を有してお
り、これらの実績と経験に基づき、当社の事業以外の分野における経営全般に関する
発言を行うことで、取締役会の意思決定および監督機能の強化が期待されるため候補
者といたしました。

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．髙木純一氏は、社外取締役候補者であります。
３．髙木純一氏の、当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。
４．当社は髙木純一氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定でありま
す。

５．当社は、髙木純一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める
損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続
する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額であります。

６．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、
被保険者である取締役が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求
を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。
但し、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、
各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を
更新する予定であります。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員(３名)が任期満了となります。つき

ましては監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

１

（えとう たかひと）
江 藤 隆 仁
（1956年５月２日生）

1975年４月 日曹油化工業㈱
(現丸善石油化学㈱) 入社

1978年10月 ㈱名古屋梱包運搬社
(現㈱メイコン) 入社

1979年３月 向井自動車販売㈱
(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2005年１月 ㈱ホンダ四輪販売三重北
執行役員営業本部長

2005年５月 同社 取締役
2006年６月 同社 代表取締役専務
2007年６月 同社 代表取締役社長
2009年10月 当社 取締役
2017年６月 ㈱マーク・コーポレーション

取締役
2019年４月 ㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役
2019年６月 同社 代表取締役副会長

2020年６月 ㈱ホンダ四輪販売三重北
監査役(現任)

2020年６月 ㈱オートモール 監査役(現任)
2020年６月 ㈱マーク・コーポレーション

監査役(現任)
2020年６月 当社 取締役(常勤監査等委員)

(現任)

24,570株

〔監査等委員である取締役候補者とした理由〕
入社以来当社グループの自動車販売事業に携わり、当社グループ経営に参画し、豊富
な業務経験を有しており、これらの実績と経験に基づき、監査等委員である取締役に
適任であると判断し候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

２

（なかにし さだのり）
中 西 貞 徳
（1959年１月14日生）

1977年４月 鈴鹿市消防本部 入署
2010年４月 同本部 消防総務課長
2012年４月 同本部 中央消防署長
2014年４月 鈴鹿市 防災危機担当理事
2016年４月 鈴鹿市 消防長
2019年６月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

―株

〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕
長きにわたり消防関連業務に携わり、防災および環境等に豊富な経験と高度な知識に
より、企業リスク等に関する発言を行うことで、取締役会の監督機能の強化が期待さ
れるため、監査等委員である社外取締役に適任であると判断し候補者といたしまし
た。
また、過去に、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により監査等
委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

３

（わたなべ よしひこ）
渡 辺 義 彦
（1954年２月７日生）

1976年４月 ㈱百五銀行 入行
2005年６月 同行 取締役
2009年１月 同行 常務取締役
2011年８月 同行 専務取締役
2013年10月 同行 代表取締役 専務取締役
2014年６月 同行 代表取締役

取締役副頭取
2019年６月 同行 顧問
2019年６月 当社 取締役(監査等委員)(現任)

―株

〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕
長きにわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する知見を有することで、金融
分野に関する豊富な経験と幅広い知識により、財務および会計に関する発言を行うこ
とで、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、監査等委員である社外取締役に
適任であると判断し候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．中西貞徳氏、渡辺義彦氏は、社外取締役候補者であります。
３．中西貞徳氏、渡辺義彦氏の、当社監査等委員である社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもっ
て、それぞれ３年であります。

４．渡辺義彦氏は、2019年６月まで当社の特定関係事業者である㈱百五銀行の業務執行者でありまし
た。

５．当社は、中西貞徳氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け
出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であり
ます。

６．当社は、中西貞徳氏、渡辺義彦氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏が監査等委員である取締役に再
任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令に定める額であります。

７．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、
被保険者である取締役が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求
を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。
但し、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、
各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を
更新する予定であります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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料金所

至平田町

サーキット
ボウル

テニス
ガーデン

GS
至庄野
国道１号

至白子
国道23号

遊園地

レーシングコース

＊駐車場入口からは、料金所を右折し、 看板・ 看板の
順にお進みいただき、 看板の左手が駐車場です。

株主総会会場ご案内図
●会 場 鈴鹿サーキット THE DINING

三重県鈴鹿市稲生町7992番地
TEL 059-378-1111(代)

●交通のご案内
電車をご利用の場合
・近鉄名古屋線白子駅より バスで約20分 タクシーで約15分
・近鉄鈴鹿線平田町駅よりタクシーで約15分
・伊勢鉄道鈴鹿サーキット稲生駅より徒歩で約30分
お車をご利用の場合
・名古屋方面から 東名阪自動車道鈴鹿ICより約20分
伊勢湾岸自動車道みえ川越ICより国道23号線を利用して約45分

・大阪方面（新名神高速道路を利用の場合） 亀山JCTを経由して鈴鹿IC、
または亀山ICより国道１号線を利用して約30分

・大阪方面（名阪国道を利用する場合） 亀山ICより国道１号線を利用
して約30分
鈴鹿サーキット駐車場は有料のため、パーキングゲートにて、当社株主総
会出席の旨をお申し出ください。駐車料金が無料となります。
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